
２．動物検疫 
 

(1) EU 
 

(ア) 動物検疫に関する主な規制 

 

    EU域外国からの動物・動物製品の輸入に関しては、以下の指令により規制されてい

る（動物検疫面を中心に規制している指令。食品衛生面を中心に扱っている指令は前

出。） 

 

    （生きた動物・肉・肉加工品の検疫） 
規制の対象 指令 修正 

牛、豚、羊、山羊および生

鮮肉、肉加工品の検疫条件

に関する規制 

EEC指令第 72/462号 
（72年 12月 12日付） 

73/358/EEC, 75/379/EEC, 
77/98/EEC, 179H, 
81/476/EEC, 83/91/EEC, 
85/3768/EEC, 88/289/EEC, 
89/227/EEC, 89/662/EEC, 
90/423/EEC, 90/425/EEC, 
91/69/EEC, 91/266/EEC, 
91/496/EEC, 91/497/EEC, 
91/688/EEC, 194N, 
96/91/EC, 97/76/EC, 
97/79/EC, 規則 01/1452/EC, 
規則 03/807/EC 

域内を流通する動物の検疫

に関する規制 
EEC指令第 90/425号 
（90年 8月 18日付） 

90/539/EEC, 90/667/EEC, 
91/68/EEC, 91/174/EEC, 
91/496/EEC, 91/628/EEC, 
92/60/EEC, 92/65/EEC, 
92/118/EEC, 決定
94/338/EC, 02/33/EC 

域外からの輸入動物の検疫

に関する規制 
EEC指令第 91/496号 
（91年７月 15日付） 

91/628/EEC, 決定
92/438/EEC, 決定
93/527/EEC, 194N, 
96/43/EC, 決定 97/794/EC 

 

    （動物・動物性製品の検疫） 
   規制の対象 指令 修正 
域内を流通する製品の検疫

に関する規制 
EEC指令第 89/662号 
（89年 12月 30日付） 

91/67/EEC, 91/492/EEC, 
91/493/EEC, 91/494/EEC, 
91/495/EEC, 91/496/EEC, 
92/45/EEC, 92/46/EEC, 
92/67/EEC, 92/118/EEC 

域外からの輸入製品の検疫

に関する規制 
EC指令第 97/78号 
（97年 12月 18日付） 

決定 00/208/EC 

国境検疫局における検査の

対象となる製品のリスト 
EC決定第 02/349号 
（02年 4月 26日） 

決定 02/995/EC 
（第 02/349号の一部適用
除外） 
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(イ) 具体的な動物検疫の規制 

    

    EU 域外国からの動物・動物性製品の輸入は、EU から対 EU 輸出を認可された域外

国・地域（第三国リストに掲載）であり、かつ EUから認可された製品でなければなら

ない。従って、製品ごとに輸入国および輸入地域と認められた国・地域以外からの当該

製品の輸入は禁止される。 

   ①動物検疫の対象 

     EUレベルで規制される製品のうち、獣医学的検査（検疫）の対象となる品目は以

下のとおりである（EC指令 97/78号第 2条 2(a)に規定）。 

     ・動物、水産物および動物から作られた製品 

     ・EU域内国に EU域外国籍漁船から直接水揚げされた魚介類 

     ・特定の植物製品 

     ・ローマ条約付属書Ⅱの記載にない動物を原料とする副産物 

    これらのうち、検疫の対象となる動物性製品の詳細のリストは EC 決定 2002/349 号

に掲載されている。 

 

   ②EC指令 97/78号の構成 

     防疫検査の原則を規定している EC指令 97/78号は、以下のとおり全 36条および

4つの別表から成る。 

     ・検査組織および手続き 

     ・輸入制限措置 

     ・検査 

     ・一般条項 

       別表Ⅰ EU域内国リスト 

       別表Ⅱ 国境検疫局認定の条件 

       別表Ⅲ 製品の物理的検査の内容 

       別表Ⅳ 同指令の導入に伴い改定される関連指令のリスト 

 

   ③検査内容 

     製品に添付された輸出衛生証明書または書類に記載される使用目的に適した状態

にあることを確認するため、以下の検査を行う。 

     ・におい、色、触感等の視嗅覚検査 

     ・サンプリングによる試験所での残留物、病原菌、汚染、損傷に関する検査 

     ・運送手段および運送条件の確認 

     ・ロットの重量検査 

     ・梱包材および表示に関する検査 
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     これらの検査は各製品の代表サンプルについて行われる。サンプリングの頻度は

ロットの 1％（個数にして最低 2個、最高 10個） 

 

   ④例外 

    指令 97/78号では、個人消費用として旅行時に海外から持ち込まれる肉・肉製品およ

び牛乳・乳製品について、また個人消費用に個人宛てに小包で送付される同様の製品

についても、動物検疫の対象外とされていた。しかし、口蹄疫や豚熱病の蔓延が発生

した事態を受け、防疫上の観点から、個人消費を目的とした動物性製品（肉・肉製品

および牛乳・乳製品）の持ち込みに対する規制が 2003年 1月から強化されている。 

 これは決定 02/995/ECによるもので、上記の製品を検疫対象外とする規定を廃止し、

特に第三国からの旅行者について入国地での監視を強化し、これら製品の持ち込み禁

止に関するポスターを空港などに掲示するもの。 

 

   ⑤輸出衛生証明書 

     以下の EC指令により、EU域外国から輸入される動物性製品について輸出衛生証

明書に盛り込まれるべき内容が製品ごとに規定されており、またその中では、個別の

品目についての詳細な検疫条件等も記載されている。従って、具体的な検疫を通過す

るためには以下の指令に基づいた各国の国内法令を満たす必要がある。 

      
72/462/EEC 牛、豚、羊、山羊、および生鮮肉、肉加工製品 
88/407/EEC 
（03/43/ECにて改正） 

牛の精液 

89/556/EEC 牛の受精卵 
90/426/EEC 豚の精液 
90/539/EEC 家きん類および卵 
91/67/EEC 動物および養殖産物 
91/492/EEC 生きた二枚貝 
91/493/EEC 水産物 
91/494/EEC 
（決定 02/995/ECにて修正） 

家きん類の生鮮肉 

92/45/EEC 
（決定 02/995/ECにて修正） 

野生獣の肉 

92/46/EEC 
（03/85/ECにて改正） 

生乳、過熱処理乳、乳製品 

92/65/EEC 
（規則 03/998/EC,  
規則 03/1398/ECにて改正） 

EC法規の対象とならない動物、精液、卵子、受精卵 

92/118/EC 
（決定 03/721/ECにて改正） 

EC法規の対象とならない特殊な製品 
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(2) 英国 
 

(ア) 動物検疫についての主な関係法令等 

 

    英国の動物検疫（魚介類も含む）を規定している主な規則には以下のようなものが

あり、基本的には各種 EC指令を英国内に適用したものとなっている。 

 
規制の対象 規則 修正 

動物、動物製品（輸出入）

規則 
The Animals and Animal Products 
(Import and Export) Regulations 1998 
(98/190) 

00/2900, 02/467 

動物性製品（輸出入）規則 The Products of Animal Origin (Import 
and Export) Regulations 1996 (96/3124) 

97/3023, 01/1640, 
98/994, 00/656, 
00/2215, 01/1553, 
01/1640, 01/3399, 
02/1227 

動物性製品（第三国からの

輸入）規則 
The Products of Animal Origin (Third 
Country Imports) Regulations 2002 
(02/1227) 

 

その他の動物性製品（輸入

状態）規則 
The Miscellaneous Products of Animal 
Origin (Import Conditions) Regulations 
1999 (998/157) 

02/1227 

生肉（輸入状態）規則 The Fresh Meat (Import Conditions ) 
Regulations 1996 (96/3125) 

02/1227 

 

 

(イ) 具体的な動物検疫の規制 

 

   ①2002年動物性製品（第三国からの輸入）規則の内容 

     各種動物検疫に関わる規則のうち、EU域外国からの食肉・食肉加工品の輸入に関

する規制の中心となるのは、2002年５月 22日に施行された「2002年動物性製品（第

三国からの輸入）規則（The Products of Animal Origin (Third Country Imports) Regulations 

2002）」である。同規則は、EU 域外からの輸入製品の検疫に関する EC 指令第 97/78

号を国内法化したものである。 

     同規則が施行される以前は「1996年動物性製品（輸出入）規則（（The Products of 

Animal Origin (Imported And Export) Regulations 1996）」で規制されていた。1996年制

定の規則は、域内市場統合の観点から域内貿易における検疫規制を整備した EEC 指

令第 89/662号、域外国から輸入される製品の検疫組織の基本的な運営を規定したEEC

指令第 90/675 号の２つの指令を国内法化したもので、域内を流通する製品および域

外からの輸入品の検疫に関する検査組織等の原則を定めている。 

 

     ・規則の対象範囲 

72 



        肉・肉加工品、牛乳・乳製品、卵加工品、食用の水産物・水産加工品、は

ちみつ、かたつむり等 

 

     ・域外国からの輸入に対する主な規制 

       ＊検疫当局を経ない動物性製品の輸入の禁止 

       ＊水産物・水産加工品以外は、到着の 1 営業日以上（航空便は 6 時間以上）

前に検疫当局にその旨を通告 

       ＊他の国で深刻な事故が生じた場合の当該国または当該産品の輸入の禁止 

    

「2002 年動物性製品（第三国からの輸入）規則」は改正されており、2003 年 4 月

11日より、イングランドにおける指定の検疫当局（BIPs＝Border Inspection Posts）以

外の入国地における検疫の管轄を地方自治体から税関当局に移管した。 

 

   ②動物・動物製品（輸出入）規則の内容 

     この規則は、域内市場統合の観点から特定の動物やその加工品についての動物検

疫を整備した EEC指令第 90/425号、域外国から輸入される動物の検疫組織の基本的

な運営を規定した EEC指令第 91/496号等を国内法化したものである。 

     この規則の中で、特に域外国からの一定の動物やその加工品については、以下の

ような規制が設けられている。 

     ・EU指令で規定された検疫上問題のある動物・肉加工品の輸入の禁止 

     ・EU指令等で規制された動物・肉加工品の輸入の禁止 

      （この中には、牛、豚、羊、山羊、、生鮮肉、肉加工品の輸入が認められている

域外国のリスト（いわゆる第三国リスト）が規定されている EEC決定も含まれ

ている） 

     ・指定された検疫所を経ない動物の輸入の禁止 

     ・到着の１営業日以上前に検疫当局に数量、素性、到着時刻を通告 

     ・他の EU 国において検疫を受け、その証明書および元々の衛生証明書の写しが

あるものは一定の要件が緩和 

 

動物検疫に関する詳細は、DEFRAの各担当部署に問い合わせると良い。 
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V．個別食品に関する規則 
 

１．食肉および食肉加工品に関する規則 
 

(1) 定義 
 

  ・生鮮肉とは、第三国から輸入される場合、牛、豚、羊、山羊、馬の種に属する家畜の

生鮮肉を指す。また、家きんの生鮮肉については冷処理以外に、保存のための処理が施

されていないものを指す。 

  ・食肉加工品とは、以下のものと一緒に生成された食品を指す。 

＊ 保存のために加工処理（冷処理は除く）が施された食肉 

＊ 保存のための加工処理（冷処理は除く）が施された皮・角・蹄などの廃物、動物油

脂、動物エキス 

  ・なお、食肉加工品に関しては、食肉の含有率等についての EU レベルでの定義の規定

等は存在しない模様である。 

 

(2) EU 
 

(ア) 動物検疫上のクリアすべき課題 

 

    食肉および食肉加工品を EU 域外国から輸入するためには、まず動物検疫に関する

規制をクリアする必要があり、このためには前述の、 

    ・域外からの輸入動物や輸入動物性製品の検疫の原則を定めた EEC指令第 91/496号

および、EC指令 97/78号 

    ・牛、豚、羊、山羊、および生鮮肉、肉加工製品の衛生・検疫条件をより詳細に定

めた EEC指令第 72/462号（牛、豚、羊、山羊、および生鮮肉、肉加工製品） 

   等の規定を満たす必要がある。 

 

   ①第三国リストへの掲載 

     これらの規定のうち、特に EEC指令第 72/462号（1972年 12月 31日付）は EEC

指令第 89/227号（1989年 4月 6日付）による改正によって著しく強化され、その結

果現在、食肉・食肉加工品を域外国から輸入する際の衛生条件が厳しく規定されてい

る。 

  第三国から EU 域内への食肉の輸入は、EEC 指令第 72/462 号第 3 条で輸入するこ

とができる国のリストを作成することが規定され、これに基づき、製品ごとに輸入国

および輸入地域と認められたリストが EEC決定第 79/542号（79年 6月 14日付）で

出されている。その後、食肉加工品もこのリストに含めることが EEC 指令第 89/227

74 



号の中で定められ、食肉・食肉加工品の第三国リストが EEC指令第 91/361号で出さ

れた。第三国リストに掲載されていない国や地域からの EU域内への食肉・食肉加工

品の輸入は禁止されている。 

     第三国リストは制定の後に幾度もの修正が行われてきているが、現在のところ

（2003年 12月）、基本的には EC委員会決定第 2001/731号（2001年 10月 16日付）

のものが最新となっている（PART２は 96/624/ECが基本的に最新）。 

 

     この中では、日本に関しては、生きた馬（競走馬）以外は第三国リストに掲載さ

れていない（2003年 12月現在）。このため、日本から食肉・食肉加工品を EUに輸出

するためには、リストに掲載されることから着手する必要がある。 

  第三国リスト掲載のための条件には、当該国における動物疾病に対する規則や対処

が考慮に入れられる。これには、家畜等の動物の健康状態（特に外来動物疾病や環境

衛生の状況）、動物疾病（特に OIEリスト A・Bに含まれる疾病） 感染の存在に関す

る、当該第三国による情報提供の規則性かつ迅速性、防疫のための規則、発生時の対

策、政府の獣医サービスの組織体制とその権限などが挙げられる。また特に食肉加工

品に対しては、公衆衛生・動物の健康に関し、第三国政府の保証の有無も考慮に入れ

られる。 

 

   ②認可施設による加工処理と衛生証明書の添付 

     さらに EU 域外国からの食肉・食肉加工品に輸入に関しては、以下の二つの条件

を満たす製品で、かつ EU委員会の規定のよる衛生証明書が添付されたもののみが輸

入を許される。 

     ・前述のように、輸入可能な製品リストおよび対 EU 輸出を認可された域外国・

地域リストが出されているが、このリストに掲載されている製品で、かつ輸入先

が対 EU輸出を認可された域外国・地域であること。 

     ・食肉等の加工施設が EUによって認可を受け、EUのリストに認可登録された加

工施設で加工された製品のみが輸入を許される。 

 

 

(イ) EEC指令第 72/462号の内容（EEC指令第 89/227号により修正された部分） 

   

   ①対象範囲 

     本指令は、以下に挙げる製品の第三国からの輸入に適用 

     ・繁殖用、生産用、加工処理用の牛および豚（家畜に限る） 

     ・家畜である牛（水牛を含む）、豚、山羊、単蹄動物の生鮮肉およびこれらの肉か

ら製造された肉製品 

     ・野生偶蹄動物および野生単蹄動物の生鮮肉 
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   ②例外および免除規定 

     個人消費を目的として旅行者の荷物の一部として持ち込まれる肉・肉製品、個人

への小包として送られた肉・肉製品、国際線の乗員や乗客の消費用の肉や肉製品は、

本指令の例外 

 

   ③第三国リスト 

     以下の製品を輸入することができる国のリストを理事会が作成する旨を規定 

     ・繁殖用、生産用、食肉加工用の家畜牛、豚 

     ・家畜である牛（水牛を含む）、豚、山羊、単蹄動物の生鮮肉およびこれらの肉か

ら製造された肉製品 

     ・野生偶蹄動物および野生単蹄動物の生鮮肉 

     選定に当たっては、それらの国々やその地域の衛生状態を考慮し、また、特に公

衆衛生および動物衛生に関して第三国が与える保証を考慮するよう規定 

     さらに、第三国やその一部地域が認定供給者としてリストに記載されるか否かの

決定に際しては、当該国の動物の病害に対する予防管理規則、獣医検査の体制とその

権限を考慮しなくてはならない旨を規定 

 

   ④肉製品の輸入に関する条件と手続き 

     肉製品の EU 域内への輸入に関する特定の条件と手続きが規定されており、ある

製品が特定の認可を受け、その他特定の衛生条件を満たした施設の製品である場合に

は、輸入を認可されていない国を含め、第三国からの肉製品の輸入を拒否できない旨

を規定 

 

   ⑤衛生証明書の添付 

     生鮮肉および肉製品は、第三国の動物検査官が作成した動物衛生証明書や公衆衛

生証明書の呈示がなければ輸入禁止 

  

 

(3) 英国 
 

    英国においては前述のとおり、上記の EEC 指令を受けた規則が定められているが、

これらは基本的に EEC指令を準用しており、EU域内へ食肉および食肉製品を輸出する

ことができる第三国リストに日本が掲載されていないことから、日本から英国への食肉

および食肉製品の輸出も現時点ではできないことになっている。 

 

    この第三国リストに掲載されれば輸入が可能ということになるが、その際も動物検
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疫の章で言及した規制のほかに、食品衛生の章で言及した以下の規制をクリアする必要

がある。 

 
規制の対象 規則 

鶏、家きん類 The Poultry Meat,Farmed Game Bird Meat and Rabbit Meat (Hygiene 
and Inspection) Regulations 1995 

生肉 The Fresh Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995 
野生猟獣類 The Wild Game Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995 
肉製品 The Meat Products (Hygiene) Regulations 1994 
ひき肉、肉製品 The Minced Meat and Meat Preparations (Hygiene) Regulations 1995 
牛乳、乳製品 The Dairy Products (Hygiene) Regulations 1995 
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２．水産物および水産加工品に関する規則 
 

(1) 定義 
 

    EU 指令第 91/493 号によると、水産加工品とは、冷蔵・冷凍、他の食品と合成の有

無にかかわらず、加熱、燻製、塩漬け、乾燥、酢漬け等の何らかの化学的、物理的な処

理がなされた水産物を含む製品を指す。 

    なお、その含有率等についての EUレベルでの定義規定等は存在しない模様である。 

 

(2) EU 
 

    水産物および水産加工品を EU 域外国から輸入するためには、まず動物検疫に関す

る規制をクリアする必要があり、このためには前述の、 

   ・域外からの輸入動物性製品の検疫の原則を定めた EC指令 97/78号 

   ・水産物および二枚貝の衛生・検疫条件をより詳細に定めた EEC指令第 91/493号、EEC

指令第 91/492号（決定 02/226/ECにより改正） 

   等の規定を満たす必要がある。 

 

   ①第三国リストに基づく国からの輸入 

     これらの規定のうち特に、EEC指令第 91/493号では水産物を域外国から輸入する

際の衛生条件が規定されている。この中では水産物を EU域内に輸入することができ

る国のリストを作成することが規定され、これに基づき水産物の輸入相手国と認めら

れたリストがEEC決定第 97/296号（97年 4月 26日付（98/419/EC、99/244/EC、01/40/EC、

01/66/EC、02/473/EC、02/863/EC、03/303/EC、03/606/EC、03/764/EC で改正））で出

されている。 

     またこのほかに、EEC決定 95/408号（95年 10月 11日付（98/603、01/4で改正））

によって、水産物・水産加工品を EU域内に輸入することのできる施設の認可手続や

その施設のリストを作成することが規定されており、これに基づく輸入相手国のリス

トも上記の EEC決定第 97/296号に記載されている。ただし、この EEC決定第 95/408

号は効力を有する期限が定められた暫定的なものとなっており、現在では EC決定第

2001/04号により 2003年の 12月 31日まで有効とされている。この有効期限に関して

は、これを 2005年 12月 31日まで延期する修正案10が 2003年11月に採択されている。 

     日本はこの EC 決定第 97/296 号に記載されており、日本からの水産物の輸入は可

                                                        
10 “Proposal for a Council Decision amending Decision 95/408/EC on the condition for drawing up, for an interim 

period, provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import certain 
products of Animal origin, fishery products or live bivalve moulluscs, as regards the extension of its validity.”  
COM (2003) final（2003年 11月 3日付け） 

78 



能となっている。 

 

   ②認可施設による加工処理と衛生証明書の添付   

     ただし、日本からの水産物の輸入に際しては、EC決定第 95/538号（95年 12月 6

日付）により、衛生証明書の添付および EUにより認定された施設で生産された製品

であることが要求される。なお、EU 認定施設の最新リストは（EC 決定第 95/538 号

の最新修正）は 2003年 9月 12日付けで、EC決定ではなくファックスで EU加盟国

の関係各者に送付されており（EU文書番号 SANCO/531937）、2003年 9月 25日から

有効となっている。 
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表 9： 対 EU輸出水産食品取扱認定施設一覧（2003年 12月現在） 
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(3) 英国 
 

    英国においては、水産物・水産加工品の検疫に関する規則は、動物検疫の章におい

て言及した規則のほかに、食品衛生の章において言及した水産物、二枚貝の検疫条件の

詳細や食品衛生上の規定を詳細に定めた The Food Safety (Fishery Products and Live 

Shellfish) (Hygiene) Regulations 1998の規則を満たす必要がある。 

 

    これらの規則は基本的に EU 指令を英国内に適用したものであることから、日本か

ら英国内への水産物・水産加工品の輸入も EU 指令・決定に準じたものとなっており、

EU 域外国からの水産物・水産加工品の英国への輸入には、衛生証明書の添付および、

EU委員会が決定した輸入水産物のコンディションに関する条件をクリアしたもののみ

が輸入できることとされている。 

    すなわち、日本政府が認定した EU の衛生基準を満たす加工施設で加工・生産され

たもののみが英国へ輸出可能ということになる。 

   ・証明書は一枚のシートとして書かれていなくてはならない。 

 

    また上記の規則においては、添付が義務付けられている衛生証明書についてもそれ

ぞれ、以下のような様式、内容が定められている。 

   ・英語を使って書かれていなくてはならない。また、場合によっては最終輸入先国・

領域の公用語で書かれる必要があることがある。 

   ・EU域外国からの水産物の衛生証明書について規定した EC決定第 01/67号付表（貝

類の場合は EC決定第 96/333号）の見本で言及されている情報を含んでいなくてはな

らない。 

   ・上記見本で言及されている内容につき証明する旨の、当該水産物産出国が指定する

公認衛生担当検査官による署名と日付が附されていなければならない。 
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資料 5： EU域内への水産物の輸入に求められる衛生証明書の内容 

EC決定 2002/471号 付表 A 

Health Certificete 

Name(s) and official approval No(s) of establishment(s), factory vessel(s), or cold store(s) approved or 

freezer vessel(s) registered by the ISD for export to the EC 

……………….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Name and address of dispatcher:…………………………………………………………………………………………. 

                                                       

For fishery aquaculture products originating in Japan and intended for export to te European 

Community 

Reference No:……………………………… 

 

Country of dispatch: Japan 

Competent authority: “Inspection and Safety dvision (ISD) of the Ministry of Health, Labour and Welfare” 

 

Ⅰ. Details identifying the fishery products 

 - Description of fishery/aquaculture(1) products:………………………………………………………….…… 

  - species (scientific name):………………………………………………………………………… 

  - presentation of products and type of treatment(2):……………………………………………… 

 - Code No (where available):………………………………………………………………………………… 

 - Type of 

packaging:……………………………………………………………………………………………. 

 - Number of packages:…………………………………………………………………………………………. 

 - Net weight:………………………………………………………………………………………………… 

 - Requisite storage and transport temperature:………………………………………………………………… 

 

Ⅱ. Origin of products 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ⅲ. Destination of products 

 The products are dispatched 

 from:………………………………………………………………………………………………………… 

(place of dispatch) 

 to:………………………………………………………………….………………………………………… 

(country and place of destination) 

by the following means of transport:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Name of consignee and address at place of destination:…………………………………………………………………… 

 
(1) Delete where applicable. 
(2) Live, refrigerated, frozen, salted, smoked, preserved, etc. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ⅳ. Health attestation 

 - The official inspector hereby certifies that the fishery or aquaculture products pecified above: 

1. were caught and handled on board vessels in accordance with the health rules lad down by Directive 

92/48/EEC; 

2. were landed, handled and where appropriate, packaged, prepared, processed, frozen, thawed and stored 

hygienically in compliance with the requirements laid down in Chapters Ⅱ,Ⅲ and Ⅳof the Annex to 

Directive 91/493/EEC; 

3. have undergone health controls in accordance with Chapter Ⅴ of the Annex to Directive 91/493/EEC; 

 stamp

    ………………………………………………………………………….. 

                                                       

4. are packaged, marked, stoned and transported in accordance with Chapters Ⅵ,Ⅶ and Ⅷ of the 

Annex to Directive 91/493/EEC; 

5. do not come from toxic species or species containing biotoxins; 

6. have saisfactoril undergone te organoleptic, parasitological, chemical and microbiological checks laid 

down for certain categories of fishery products by Directive 91/493/EEC and in the implementing 

Directives 91/493/EEC and in the implementing decisions thereto. 

7. in addition, where the fishery products are frozen or processed bivalve molluscs were obtained from 

approved production areas laid down by the Annex to Decision 2002/470/EC, laying down special 

conditions for the import of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods from 

Japan, 

- The undersigned official inspector hereby declares that he is aware of the provisions of Directive s 

91/492/EEC, 91/493/EEC and 92/48/EEC and Decisions 95/538/EC and 2002/470/EC. 

 

Done at ……………………………………………… on ……………………………………………………… 

(Place)                                      (Date) 

 

 

 Official 
(3) 

 

Signature of official inspector (3)             

 

…………………………………………………………………………… 

(Name in capital letters, capacity and qualifications of person signing) 

 

 

 
(3) The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars n the certificate. 
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３．野菜・果実に関する規則 
 

(1) 輸入可能な野菜・果実 
 

レタスと縮れ葉チコリ タマネギ ネギ 

 

プラム ブドウ 

(2) 輸入手続 
 

  野菜・果実のうち次の品目については、EC 規則第 96/2200 号（96 年 10 月 28 日付

（97/2520、99/857、99/1257、00/2699、00/2826、01/718、01/911、02/545、02/1881、03/47

により修正））の第 2条により、EU共通の規格が定められており、これが直接英国等に

も適用されている。 

 この規格が定められた品目については、「Extra」、「カテゴリーⅠ」、「カテゴリーⅡ」

または同等級のものでなければ日本を含む EU域外の国・地域からの輸入は認められな

い。 

 

＜EU共通規格の対象となる野菜・果実＞ 

 

 （野菜） 

アーティチョーク アスパラガス アボガド 

ナス ニンニク ニンジン 

セロリー キクジシャ（ウイトローフ） カリフラワー 

玉キャベツ 芽キャベツ キュウリ 

ズッキーニ ホウレンソウ インゲンマメ 

さやいんげん ピーマン トマト 

養殖きのこ 

   （果実） 

アプリコット かんきつ類 アーモンド 

さくらんぼ イチゴ キーウィ 

メロン へーゼルナッツ クルミ 

スイカ 桃およびネクタリン リンゴおよびナシ 

 

   ①通関前検査（輸入生鮮野菜・果実の品質規格検査） 

     EU 域外から輸入されている生食用の生鮮野菜・果実で、EU レベルでの規格が設

定されている品目は、EC規則第 2001/1148号（2001年 6月 21日付（01/2379、03/408

により修正））に基づき EC規格上、ExtraまたはカテゴリーⅠ、Ⅱ、または同等の輸
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出国における規格に合致しているかどうかの検査を通関に先立って受けなければな

らない。 

 

   ②検査済み証明書 

     輸出国の公的な検査機関が EUの認可を受けている場合は、生鮮野菜・果実は EU

に向けて輸出される前に輸出国内において規格に適合しているかの検査を受けるこ

とができ、輸出国の検査機関が発行する証明書を添付して輸出することにより、産品

が輸出される時点においては規格に合致していたものとみなされる。この検査済み証

明書の作成に当たっては、以下の書式のうちいずれかに該当する書式で作成しなけれ

ばならない。 

     ・EEC規則第 2001/1148号附表１に掲載された書式 

 

     ・野菜・果実の規格化に関するジュネーブのプロトコールに添付された EECおよ

び国連による書式 

   ③輸入時の検査 

     生鮮野菜・果実に検査済み証明書が添付されていない場合には、輸入国において

ロットごとの品質検査を行わなければ域内市場への流入は許されない。 

 

   ④表示事項 

     輸入生鮮野菜・果実は、元の包装のまま流通する場合、種類の表示、原産国の表

示、品質カテゴリーに関して共通品質規格に従う。なお、輸入された包装にこれらの

表示がない場合には、輸入業者が責任を持ってこれを行わなければならない。または

輸入業者から直接産品を買い入れた業者が輸入国における所管庁の監督のもとにこ

れを行うこととされている。 

     なお、原産国の表示については、次のとおり定められている。 

     ・卸売販売、小売販売で元の包装から出して販売される場合には、張り紙（プラ

カード）にタテ 3cm以上の大きさの活字体大文字で原産国を表示する。 

     ・袋・容器入りで販売される場合には、外側の容器にタテ 2cm以上の活字体大文

字で原産国を表示する。 

     ・内包み（びん、缶など）はタテ 4mm以上 2cm以下の活字で原産国を表示する（穴

か浮き彫りによる）。 

 

   ⑤かんきつ類についての特記事項 

      かんきつ類については、規格、表示方法等につき規則がある。これらに関する EU

レベルでの規格、諸規則は EC規則第 2001/1799号（02/453、02/2010、03/46により修

正）に定められている。 
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資料 6： 生鮮野菜・果実の EU共通規格適合検査済み証明書の内容 

EC規則 2001/1148号 付表 1 
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Ⅵ．関連機関連絡先リスト 
 

 
HM Customs and Excise 
 
※VATについての問い合わせ 
HM Customs and Excise 
National Advice Service 
Tel:  0845 010 9000（国内） 
 (+44) 20 8929 0152（国外） 
 
※CHIEF Trade User Guidesの取り寄せ 
HM Customs and Excise 
CHIEF Operations Team 
Tel： 01702 366800/6761 
Fax： 01702 366825 
 
※CHIEF上の CAP免許申請についての技術的な問い合わせ 
HM Customs and Excise 
Customs International Trade Operation, CAP Team 
Tel： 01702 361764 
Email：tracey.jones@hmce.gsi.gov.uk 
 
※CHIEF輸入ライセンスコントロール 
HM Customs and Excise 
Electronic Import Licensing Controls 
住所： 7th Floor 
 South Portcullis House 
 27 Victoria Avenue 
 Southend-on-Sea   

 

 Essex SS2 6AL 
Tel： 01702 361805 
Fax： 01702 361800 
Email：chris.larkin@hmce.gsi.gov.uk 

※NES（New Export System）についての一般的な問い合わせ 
HM Customs and Excise 
NES Helpline 
Tel： 029 20 386254 
Email：lynne.davies@hmce.gsi.gov.ukWebsite：www.hmce.gov.uk 
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Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) 
 
HQ（本部） 
住所： Nobel House  
 17 Smith Square 

 

 London  SW1P 3JR 
Tel： 020 7238 6000（代表） 
Website: www.defra.gov.uk 

ヘルプライン 
Tel： 08459 33 55 77（国内） 
 (+44) 20 7238 6591（国外） 
Fax： 020 7238 3329 

住所： Foss House 

 鳥の生殖細胞、精子 020 7904 6353 

Email：helpline@defra.gsi.gov.uk 
 
※植物防疫に関する問い合わせ（Plant Health Division） 

 Kings Pool 
 1-2 Peasholme Green 
 York YO1 2PX 
Tel： 01904 455 174   
Fax： 01904 455 199 
Email：planthealth.info@defra.gsi.gov.uk 
 
※動物検疫に関する問い合わせ 
住所： 1A Page Street 
 London SW1P 4PQ 
 
＜Animal Imports＞ 
Tel： 家畜    020 7904 6434 
 鳥、卵の孵化  020 7904 6353 
 馬      020 7904 6331 
Email：animalimports@defra.gsi.gov.uk 
＜Germplasm Imports＞ 
Tel： 家畜の生殖細胞、精子 020 7904 6442 

 馬の生殖細胞、精子    020 7904 6331 
Email：germplasmimports@defra.gsi.gov.uk 
＜Product Imports＞ 
Tel： 生肉、肉製品の輸入 020 7904 6496 
 動物由来の製品の輸入  020-7904-6506 
Email：productimports@defra.gsi.gov.uk 
＜Veterinary checks and BIPs＞ 
Tel： 獣医学的検査、国境検査  Louise Mount  020 7904 6503 
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Food Standard Agency  
 
※一般的な問い合わせ、食品衛生一般 
UK Office（本部） 
住所： Aviation House 
 125 Kingsway 
 London  WC2B 6NH 
Tel： 020 7276 8000（代表番号） 
 020 7270 8960（緊急） 
Email： helpline@foodstandards.gsi.gov.uk 
Website： www.food.gov.uk 
 
※個別食品の衛生について 

※食品添加物 

Email：foodadditives@foodstandards.gsi.gov.uk 

※食品表示 
①一般的な食品の表示について 
Labelling 
Tel： 020 7276 8147 
Email：labelling@foodstandards.gsi.gov.uk 
②遺伝子組換え食品の表示について 

 
 
Tel： 020 7276 8596  

※個別の食品について 

肉類 Meat Hygiene Service Tel：0190 445 5501 
魚介類 Fish and Shellfish Hygiene Tel：020 7276 8954 
牛乳、乳製品 Milk and Milk Products Tel：020 7276 8162 
卵、卵製品  Eggs and Egg Products Tel：020 7276 8973 

 

人口甘味料、酵素、香味料 Tel：020 7276 8583 
その他添加物について  Tel：020 7276 8570 

 

離乳食、痩身食品、栄養食品  Tel：020 7276 8143 
ミネラルウォーター  Tel：020 7276 8153 
牛乳、乳製品     Tel：020 7276 8162 
果汁      Tel：020 7276 8156 
有機栽培食品     Tel：020 7276 8460 
 

 
 
Pesticides Safety Directorate 
 
※農薬に関する規制の問い合わせ 
住所： Mallard House 
 Kings Pool 
 3 Peasholme Green 
 York YO1 7PX 
Tel： 01904 455 775   
Fax： 01904 455 733 
Email： information@psd.defra.gsi.gov.uk 
Website：www.pesticides.gov.uk 
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Department of Trade and Industry（貿易産業省） 
 
住所： 1 Victoria Street 
 London  SW1H 0ET 
Tel： 020 7215 5000 (DTI Enquiry Unitより各担当部署に転送) 
Email：dti.enquiries@dti.gsi.gov.uk 
Website: www.dti.gov.uk 
 
※食品の正味量の表示について 
Consumer and Competition Policy Directorate (CCP)  
Weights & Measurers 
Website: www.dti.gov.uk/ccp/ 
（同部署では、あらゆる製品の重・容量の表示を担当しており、食品も含まれている。） 

 
 

 
Rural Payments Agency (RPA) 
 
HQ（本部） 
住所： Kings House 
 33 Kings Road 
 Reading  RG1 3BU 
Tel： 0118 958 3626   

 

Fax： 0118 959 7736 
Email： enquiries@rpa.gsi.gov.uk 
Website：www.rpa.gov.uk 

※輸入免許取得の際の、事前の業者登録についての問い合わせ 
Rural Payments Agency (RPA) 
Trader Registration  

 
Tel: 0118 953 1430 

※CAP免許についての問い合わせ 
Rural Payments Agency (RPA) 
Trader Scheme Management Unit 
Operations Newcastle  
住所： Lancaster House 
 Hampshire Court 
 Newcastle-upon-Tyne  NE4 7YH 
Tel： 0191 226 5050 
 
※CAP免許の電子的発行についての問い合わせ 
Gary Howe   Tel: 0191 226 5047 
 Email: gary.howe@rpa.gsi.gov.uk 
Steve Barnes  Tel: 0191 226 5248 
 Email: steve.barnes@rpa.gsi.gov.uk 
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Ⅱ．フランス 
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1.輸入の手続き 

 

1.1 検疫 

動物検疫または植物検疫の対象となるものを EU 域内に輸入する場合、EU 域内に貨物が物理的に入

った時点で、まず検疫が行われ、併せ通関手続、そして最終目的国までの輸送が行われる。 

動物・動物性製品については EU レベルで規定されている EU 領域境界の検疫所で獣医学的検査を受

けなければならない、検疫に合格したものには検疫「レッセパッセ」（自由通行証）が発行され、同

通行証を伴うことによって EU 域内で自由に流通することができる。植物・植物性製品については EU

域内税関事務所にて、植物防疫検査が行なわれ、検査に合格したものには、防疫パスポートが発行さ

れる。同パスポートの交付を受けた植物・植物性製品は EU 域内で自由に流通することができる。た

だし、植物の種類によっては保護ゾーン等の制限をうける。動物、植物のいずれも、検疫段階で条件

が満たされていないもの（例えば食肉の輸入の第三国リストに掲載されていない国からの当該製品の

輸入、製品に添付されるべき衛生証明書等の書類の欠落）あるいは、検疫段階での衛生状態が不適正

と判断されたものについては、輸出国への返送あるいは押収、廃棄処分等の処置が取られることにな

る。 

 

1.2 通関手続きの基本的な流れ 

 

1.2.1 税関への申告義務 

フランスにおいて、EU 加盟国と域外国との間の輸出入を行う者は、税関に申告を行って輸出入貨

物の通関を行う義務を負う。税関への申告は、EU 共同体領域であるが、同税務領域から分離されて

いる領土（フランス海外県、フランス海外領土）との取引にも必要になる。 

 

①輸入 

フランスにおいて、「輸入」とは、域外国から貨物を導入することを指す。これらの輸入貨物は通

関手続きを経て、関税等を支払うことにより EU 域内自由取引可能（LIBRE PRATIQUE）貨物、すなわ

ち、EU 域内貨物とみなされる。 

 

②例外 

郵便により配達される貨物については、輸入については詳細申告は不要である。（税関簡易手続き

の導入に関する 2002 年 4 月 5日付政令第 2002-491 号） 
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 1.2.2 通関手続き 

 

①通関手続きの流れは以下のとおり。 

・税関事務所に貨物を搬入し、照覧する。 

・当該貨物について適用される通関制度（REGIME DOUANIER、直接輸出入または様々な

一時輸出入等）を決定するために詳細申告を行う。 

・同申告を補足するものとして、個別規則により必要とされる（他法令手続）書類を

作成、提出する。 

・関税および諸税を支払う。 

 

上記の手続を終了して、かつ必要な場合には税関による貨物の検査を経た後に初めて、輸入者は当

該貨物を引取ることができる。 

 

②通関手続きの期限 

入港から 24 時間以内に貨物を税関事務所に提出しなければならない。提出は以下の形式をとる。 

-当該貨物に関し、通関制度を特定する場合は、詳細申告（完全申告）を行う。 

-当該貨物を一時保管倉庫等に保管する場合には略式申告を行う。 

 

他の EU 加盟国を経由して輸入する場合には、EU 領域内に貨物が物理的に入った時点では、通関手

続きを行う義務は発生しない。域外からの貨物は、トランジット証明が取得されていれば最終輸入通

関手続きを行う EU 加盟国までの輸送が認められる。域外からの貨物について、フランス以外の域内

国で輸入手続きを行った場合には、当該貨物は共同体域内自由流通制度（REGIME DE LIBRE 

CIRCULATION INTRA-COMMUNAUTAIRE）の適用を受ける。つまり当該貨物は直接にフランスに輸送する

ことが可能となる。この場合、輸入者は、共同体域内貿易に関して定められる通関統計および税務に

関する申告義務（財の取引の申告）を履行し、税務当局に付加価値税の納付（売上申告様式）を行う

必要がある。 

 

③税関への申請 

税関への申請は輸入品の性質にかかわらず、以下の 2つのいずれかの手続に分けられ、どちらかに

なるかは DAU（単一行政書類）への記入によって決定する。 

・一般通関手続き 

・簡易通関手続き 

いずれの手続をとるかによって税関に提出する書類が異なる。 
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税関では、製品および製品に添付されている書類の検査が行なわれ、関税等、諸税の納付を経て、

貨物引取りとなる。（引取り信用、関税信用、担保等により、事後納付の可能性もある） 

 

1.2.3 輸入関税等 

 

①EU 

EU 域内への輸入に適用される関税率は、毎年 EU 官報に発表される。2004 年度に適用される関税率

については、2003 年 9 月 11 日付け官報に、Commission Regulation (EC) No.1789/2003 として公表

されている。この中で農水産物に係る通常の関税については、付表の Part 2 において、関税分類番

号の 0101 11 00 から 2403 99 90 まで約 160 頁にわたって掲載されている。 

ここにおいて、通常の課税の他、農水産物には、参入価格システム、輸入ライセンス（以上野菜・

果実等）、追加関税（砂糖、家きん等）、関税割当（肉・肉製品、魚、乳製品、果実野菜、砂糖等 105

項目について。同付表 7に掲載）等が関係してくることに留意する必要がある。 

*参入価格（Entry Price） システム：これは、トマト、キュウリ等の野菜、柑橘類、ブドウ、リ

ンゴ、ナシ等の果実およびジュースに適用される。一定の「参入価格」を下回る価格で産品が輸入さ

れる場合に追加的に関税相当量が課されるシステム。詳細については、同付表の Part3 内の表 2およ

び規則 3223/94 号（規則 453/2002 号により最新更新）参照。 

*輸入ライセンス：野菜・果実や加工野菜・加工果実の輸入に関して特別セーフガードの発動の前

提となる輸入数量把握のためのシステムで 96 年から導入されている。（規則 1555～7/96 号、規則

1921/95 号）。輸入ライセンスの対象となる野菜・果実や加工野菜・加工果実のリストは官報に公表

されるが、野菜・果実は 2002 年 12 月 23 日（規則 2337/2002 号付表）現在で以下のとおり。 

・トマト 

・キュウリ 

・アーティチョーク 

・クルジェット 

・オレンジ 

・ミカン 

・マンダリン 

・レモン 

・食卓用ブドウ 

・リンゴ 

・ナシ 

・アプリコット 
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・サクランボ 

・桃 

・プラム 

 

②フランス 

フランスへの輸入に当たっても、原則として上の関税率が同様に適用される。これらの中で、柑橘

類、リンゴ、ナシ、キノコ、魚介類のすり身、調味料、日本酒、米に対して適用される関税率につい

ては次の表のとおりである。 

 

2003 年 9 月に EU 官報上で発表された関税率については、関税率表を参照のこと。 
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＜EU 関税率表＞ 

 

＜ 関税率表 ＞ 

 

（参考例） 

 

関  税  率 

ＣＮコード 品    名 域 内 定 率 

（autonomous） 

協  定  率 

（conventional） 

0805.20 マンダリン(タンジェリンス、うんし

ゅうミカン含む)、クレメインタイ

ン、ウィルキング、その他類似の改

良種 

  

0805.20.30 ※1月 1日から 2月末まで 

モンレアルス、うんしゅうミカン 

 

正味量 100kg当たりの価格 

（参入価格とも、以下同じ）

28.6€以上 

28€以上 28.6未満 

27.5€以上 28未満 

26.9€以上 27.5未満 

26.3€以上 26.9未満 

26.9€未満 

  

 

 

 

 

 

16％ 

16％＋0.6€/100kg毎 

16％＋1.1€/100kg毎 

16％＋1.7€/100kg毎 

16％＋2.3€/100kg毎 

16％＋10.6€/100kg毎 

 

注）関税率表の第 3欄に挙げられている域内定率(autonomous)は、第 4欄の協定率(conventional)を下回る場

合にのみ適用される。第 3欄、第 4欄とも数値が％のみで表されているものは従価税である。第 4欄

の税率は 1／1～30／6は 1月 1日～6月 30まで、1／7～31／12は 7月 1日～12月 31日までの期間実

施される。 
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関  税  率 

ＣＮコード 品    名 域 内 定 率 

（autonomous） 

協  定  率 

（conventional） 

0805.20 マンダリン(タンジェリンス、うんし

ゅうミカン含む)、クレメインタイン、

ウィルキング、その他類似の改良種 

 

  

0805.20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1月 1日から 2月末まで 

モンレアルス、うんしゅうミカン 

 

正味量 100kg当たりの価格 

（参入価格とも、以下同じ）

28.6€以上 

28€以上 28.6€未満 

27.5€以上 28€未満 

26.9€以上 27.5€未満 

26.3€以上 26.9€未満 

26.3€未満 

 

3月 1日から 10月 31日まで 

11月 1日から 12月 31日まで 

 

正味量 100kg当たりの価格 

 

28.6€以上 

28€以上 28.6€未満 

27.5€以上 28€未満 

26.9€以上 27.5€未満 

26.3€以上 26.9€未満 

26.3€未満 

 

  

 

 

 

 

16％ 

16％＋0.6€/100kg毎 

16％＋1.1€/100kg毎 

16％＋1.7€/100kg毎 

16％＋2.3€/100kg毎 

16％＋10.6€/100kg毎 

 

16％ 

 

 

 

 

16％ 

16％＋0.6€/100kg毎 

16％＋1.1€/100kg毎 

16％＋1.7€/100kg毎 

16％＋2.3€/100kg毎 

16％＋10.6€/100kg毎 
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0805.20.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他ミカン 

 

 1月 1日から 2月末まで 

 

 正味量 100kg当たりの価格 

 

28.6€以上 

28€以上 28.6€未満 

27.5€以上 28€未満 

26.9€以上 27.5€未満 

26.3€以上 26.9€未満 

26.3€未満 

 

3月 1日から 10月 31日まで 

11月 1日から 12月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

16％※(1) 

16％＋0.6€/100kg毎※(1) 

16％＋1.1€/100kg毎※(1) 

16％＋1.7€/100kg毎※(1) 

16％＋2.3€/100kg毎※(1) 

16％＋10.6€/100kg毎※(1) 

 

16％※(1) 

※(1)関税割当て(付表 7) 2／1～4／30までクォータ量 15,000トン、税率 2％、ただし、クォータ量の設定

は EU の備蓄量によって変わってくる 
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0806.10 

 

0806.10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブドウ（フレッシュ） 

 

テーブルグレープ 

1月 1日から 7月 14日まで 

 

エンペラー種 

（1月 1日から 1月 31日まで） 

 

その他 

 

7月 15日から 7月 20日まで 

7月 21日から 10月 31日まで 

  （参入価格とも以下同じ） 

 

  正味量 100kg当たりの価格 

54.6€以上 

53.5€以上 54.6€未満 

52.4€以上 53.5€未満 

51.3€以上 52.4€未満 

50.2€以上 51.3€未満 

50.2€未満 

 

  11月 1日から 11月 20日まで 

 

  正味量 100kg当たりの価格 

47.6€以上 

46.6€以上 47.6€未満 

45.7€以上 46.6€未満 

  

 

8％ 

 

 

11.5％ 

 

 

14.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

14.1％※(2) 

17.6％＋1.1€/100kg毎※(2) 

17.6％＋2.2€/100kg毎※(2) 

17.6％＋3.3€/100kg毎※(2) 

17.6％＋4.4€/100kg毎※(2) 

17.6％＋9.6€/100kg毎※(2) 

 

 

 

 

 

11.5％ 

14.4％＋1€/100kg毎 

14.4％＋1.9€/100kg毎 
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44.7€以上 45.7€未満 

43.8€以上 44.7€未満 

43.8€未満 

 

11月 21日から 12月 31日まで 

 

エンペラー種 

（12月 1日から 12月 31日まで） 

 

その他 

 14.4％＋2.9€/100kg毎 

14.4％＋3.8€/100kg毎 

14. 4％＋9.6€/100kg毎 

 

 

 

8％ 

 

11.5％ 

※(2) 関税割当て(付表 7) 7月 21日から 10月 31日までクォータ量 1,500トン、従価関税 9％ 
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0808 生鮮リンゴ、洋ナシ、カリン     

        

0808.10 リンゴ     

        

0808.10.20 ゴールデン・デリシャス種(略)     

        

0808.10.50 グラニースミス種(略)     

       

0808.10.90  その他     

       

  1月 1日から 2月 14日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

  （参入価格とも、以下同じ）     

        

  56.8€以上   4% 

  55.7€以上 56.8€未満   6.4％＋1.1€/100kg毎 

  54.5€以上 55.7€未満   6.4％＋2.3€/100kg毎 

  53.4€以上 54.5€未満   6.4％＋3.4€/100kg毎 

  52.3€以上 53.4€未満   6.4％＋4.5€/100kg毎 

  52.3€未満   6.4％＋23.8€/100kg毎 

        

  2月 15日から 3月 31日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

        

  56.8€以上   4% 

  55.7€以上 56.8€未満   6.4％＋1.1€/100kg毎 

  54.5€以上 55.7€未満   6.4％＋2.3€/100kg毎 

  53.4€以上 54.5€未満   6.4％＋3.4€/100kg毎 

  52.3€以上 53.4€未満   6.4％＋4.5€/100kg毎 

  51.1€以上 52.3€未満   6.4％＋23.8€/100kg毎 

  50€以上 51.1€未満   6.4％＋5.7€/100kg毎 

  50€未満   6.4％＋6.8€/100kg毎 

        

  4月 1日から 6月 30日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     
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  56.8€以上  FREE 

  55.7€以上 56.8€未満 3％＋1.1€/100kg毎 4.8％＋1.1€/100kg毎※(3) 

  54.5€以上 55.7€未満 3％＋2.3€/100kg毎 4.8％＋2.3€/100kg毎※(3) 

  53.4€以上 54.5€未満 3％＋3.4€/100kg毎 4.8％＋3.4€/100kg毎※(3) 

  52.3€以上 53.4€未満 3％＋4.5€/100kg毎 4.8％＋4.5€/100kg毎※(3) 

  51.1€以上 52.3€未満 3％＋5.7€/100kg毎 4.8％＋5.7€/100kg毎※(3) 

  50€以上 51.1€未満 3％＋6.8€/100kg毎 4.8％＋6.8€/100kg毎※(3) 

  48.8€以上 50€未満 3％＋8€/100kg毎 4.8％＋8€/100kg毎※(3) 

  48.8€未満 3％＋23.8€/100kg毎 4.8％＋23.8€/100kg毎※(3) 

        

  7月 1日から 7月 15日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格    

  45.7€以上   FREE 

  44.8€以上 45.7€未満   4.8％＋0.9€/100kg毎※(3) 

  43.9€以上 44.8€未満   4.8％＋1.8€/100kg毎※(3) 

  43.0€以上 43.9€未満   4.8％＋2.7€/100kg毎※(3) 

  42.0€以上 43.0€未満   4.8％＋3.7€/100kg毎※(3) 

  41.1€以上 42.0€未満   4.8％＋4.6€/100kg毎※(3) 

  40.2€以上 41.1€未満   4.8％＋5.5€/100kg毎※(3) 

  39.3€以上 40.2€未満   4.8％＋6.4€/100kg毎※(3) 

  39.3€未満   4.8％＋23.8€/100kg毎※(3) 

        

  7月 16日から 7月 31日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

        

  45.7€以上   FREE 

  44.8€以上 45.7€未満   4.8％＋0.9€/100kg毎※(3) 

  43.9€以上 44.8€未満   4.8％＋1.8€/100kg毎※(3) 

  43.0€以上 43.9€未満   4.8％＋2.7€/100kg毎※(3) 

  42.0€以上 43.0€未満   4.8％＋3.7€/100kg毎※(3) 

  42.0€未満   4.8％＋23.8€/100kg毎※(3) 

        

  8月 1日から 12月 31日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     
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  45.7€以上   9% 

  44.8€以上 45.7€未満   11.2％＋0.9€/100kg毎 

  43.9€以上 44.8€未満   11.2％＋1.8€/100kg毎 

  43.0€以上 43.9€未満   11.2％＋2.7€/100kg毎 

  42. 0€以上 43.0€未満   11.2％＋3.7€/100kg毎 

  42.0€€未満   11.2％＋23.8€/100kg毎 

        

        

        

        

0808.20 洋ナシ、カリン     

        

  洋ナシ     

        

0808.20.50 その他     

        

  1月 1日から 1月 31日まで     

  正味量 100kg当たりの価格     

  (参入価格とも、以下同じ)     

  51.0€以上   8% 

  50.0€以上 51.0€未満   8％＋1€/100kg毎 

  47.  0€以上 50.0€未満   8％＋2€/100kg毎 

  47.9€以上 49.0€未満   8％＋3.1€/100kg毎 

  46.9€以上 47.9€未満   8％＋4.1€/100kg毎 

  46.9€未満   8％＋23.8€/100kg毎 

        

  2月 1日から 3月 31日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

        

  51.0€以上   5% 

  50.0€以上 51.0€未満   8％＋1€/100kg毎 

  49.0€以上 50.0€未満   8％＋2€/100kg毎 

  47.9€以上 49.0€未満   8％＋3.1€/100kg毎 

  46.9€以上 47.9€未満   8％＋4.1€/100kg毎 

  46.9€未満   8％＋23.8€/100kg毎 

        

0808.20.50  4月 1日から 4月 30日まで     
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  正味量 100kg当たりの価格     

        

  51.0€以上  FREE 

  50.0€以上 51.0€未満 2.5％＋1€/100kg毎 4％＋1€/100kg毎 

  49.0€以上 50.0€未満 2.5％＋2€/100kg毎 4％＋2€/100kg毎 

  47.9€以上 49.0€未満 2.5％＋3.1€/100kg毎 4％＋3.1€/100kg毎 

  46.9€以上 47.9€未満 2.5％＋4.1€/100kg毎 4％＋4.1€/100kg毎 

  45.9€以上 46.9€未満 2.5％＋5.1€/100kg毎 4％＋5.1€/100kg毎 

  44.9€以上 45.9€未満 2.5％＋6.1€/100kg毎 4％＋6.1€/100kg毎 

 43.9€以上 44.9€未満 2.5％＋7.1€/100kg毎 4％＋7.1€/100kg毎 

  43.9€未満 2.5％＋23.8€€/100kg毎 4％＋23.8€/100kg毎 

        

        

  5月 1日から 6月 30日まで   最低 2.5％ 1€/100kg毎 

        

        

        

  7月 1日から 7月 15日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

        

  46.5€以上   FREE 

  45.6€以上 46.5€未満   4％＋0.9€/100kg毎 

  44.6€以上 45.6€未満   4％＋1.9€/100kg毎 

  43.7€以上 44.6€未満   4％＋2.8€/100kg毎 

  42.8€以上 43.7€未満   4％＋3.7€/100kg毎 

  41.9€以上 42.8€未満   4％＋4.6€/100kg毎 

  40.9€以上 41.9€未満   4％＋5.6€/100kg毎 

  40.0€以上 40.9€未満   4％＋6.5€/100kg毎 

  40.0€未満   4％＋23.8€/100kg毎 

        

  7月 16日から 7月 31日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

        

  46.5€以上   5% 

  45.6€以上 46.5€未満   8％＋0.9€/100kg毎 

  44.6€以上 45.6€未満   8％＋1.9€/100kg毎 

  43.7€以上 44.6€未満   8％＋2.8€/100kg毎 
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  42.8€以上 43.7€未満   8％＋3.7€/100kg毎 

  42.8€未満   8％＋23.8€/100kg毎 

        

  8月 1日から 10月 31日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

        

  38.8€以上   10.4％※(4) 

  38.0€以上 38.8€未満   10.4％＋0.8€/100kg毎※(4) 

  37.2€以上 38.0€未満   10.4％＋1.6€/100kg毎※(4) 

  36.5€以上 37.2€未満   10.4％＋2.3€/100kg毎※(4) 

  35.7€以上 36.5€未満   10.4％＋3.1€/100kg毎※(4) 

  35.7€未満   10.4％＋23.8€/100kg毎※(4) 

        

  11月 1日から 12月 31日まで     

        

  正味量 100kg当たりの価格     

        

  51.0€以上   10.4％※(4) 

  50.0€以上 51.0未満   10.4％＋1€/100kg毎※(4) 

  49.0€以上 50.0未満   10.4％＋2€/100kg毎※(4) 

  47.9€以上 49.0未満   10.4％＋3.1€/100kg毎※(4) 

  46.9€以上 47.9未満   10.4％＋4.1€/100kg毎※(4) 

  46.9€未満   10.4％＋23.8€/100kg毎※(4) 
※(3) 関税割当て(付表 7)クォータ量 600トン、従価関税 0％ 
※(4) 関税割当て（付表 7）クォータ量 1,000トン、従価関税 595％ 
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関  税  率 

協  定  率 ＣＮコード 内    容 
域内定率

1/1-31/6 1/7-31/12 

補足単位

0709.51.00 

 

0709.52.00 

 

0710 

 

0710.80.61 

 

0710.80.69 

 

0712.31.00 

 

 

1604.20.05 

 

1604.20.50 

 

0306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラタケ科のキノコ 

 

トリュフ 

 

冷凍野菜(生および水煮したもの) 

 

ハラタケ科のキノコ 

 

その他のキノコ 

 

乾燥キノコ(まるごと、カット、スラ

イスしたもの、粉末) 

 

すり身 

 

かつおぶし 

 

甲殻類(生きているもの、生鮮のもの

および冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩

蔵しまたは塩水漬物に限るものと

し、殻を除いてあるかないかを問わ

ない。) 

蒸気または水煮による調理をした殻

付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥

し、塩蔵しまたは塩水漬物に限るも

のとし、殻を除いてあるかないかを

問わない。) 

並びに甲殻類の粉、ミールおよびペ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8％ 

 

6.4％ 

 

 

 

14.4％ 

 

14.4％ 

 

12.8％ 

 

 

20％ 

 

20％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8％ 

 

6.4％ 

 

 

 

14.4％ 

 

14.4％ 

 

12.8％ 

 

 

20％ 

 

20％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

 

－  

 

－  

 

－  

 

－  

 

－  

 

 

－  

 

－  
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0306.11 

 

 

 

0306.11.10 

 

0306.11.90 

 

 

0306.19 

 

 

 

0306.19.10 

 

0306.19.90 

 

0307.29.10 

 

0307.29.90 

 

2103 

 

 

 

2103.10.00 

 

0902 

 

レット(食用に適するものに限る。) 

冷凍したもの 

 

イセエビその他のイセエビ科のえび

(パリヌルス属、パヌリルス属または

ヤスス属のもの） 

 

イセエビの尾 

 

その他 

 

 

その他のもの（甲殻類の粉、ミール

およびペレット（食用に適するもの

に限る。）を含む。） 

 

冷凍淡水性ザリガニ 

 

その他の冷凍甲殻類 

 

ホタテ貝、冷凍 

 

ホタテ貝、その他（乾燥など） 

 

ソース、ソース用の調製品、混合調

味料、マスタードの粉およびミール

並びに調製したマスタード 

 

しょうゆ 

 

茶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5％ 

 

12.5％ 

 

 

 

 

 

 

7.5％ 

 

12％ 

 

8％ 

 

8％ 

 

 

 

 

 

7.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5％ 

 

12.5％ 

 

 

 

 

 

 

7.5％ 

 

12％ 

 

8％ 

 

8％ 

 

 

 

 

 

7.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  

 

－  

 

－  

 

－  

 

 

 

 

－  

 

 

 

－  
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0902.10.00 

 

0902.20.00 

 

2005.90.80 

 

2206.00.59 

 

2206.00.89 

 

2208.90.33 

 

2208.90.38 

 

2208.90.69 

 

1902.19.90 

 

 

 

1006 

 

1006.10 

 

1006.10.10 

 

 

 

 

 

 

1006.10.21 

容量３kgを超えない緑茶 

 

その他の緑茶（発酵させない） 

 

漬物 

 

日本酒：2リットル以下 

 

日本酒：2リットルを超えるもの 

 

梅酒：2リットル以下 

 

梅酒：2リットルを超えるもの 

 

焼酎 

 

めん（卵、肉等を含まない） 

 

 

 

米 

 

もみ 

 

殻付き 

 

 

その他 

 

精米 

 

丸粒 

 

 

 

 

 

 

3.2％ 

 

Free/ 

 

17.6％ 

 

7.7€／hl 

 

5.76€／hl 

 

Free 

 

Free 

 

Free 

 

7.7 ＋ 21.1€

／ 100kg ／

net 

 

 

 

 

 

7.7 

 

 

 

 

 

 

211€/t 

3.2％ 

 

Free/ 

 

17.6％ 

 

7.7€／hl 

 

5.76€／hl 

 

Free 

 

Free 

 

Free 

 

7.7 ＋ 21.1€

／ 100kg ／

net 

 

 

 

 

 

7.7 

 

 

 

 

 

 

211€/t 

 

－  

 

－  

 

L 

 

L 

 

lalc. 

100％ 

lalc. 

100％ 

lalc. 

100％ 
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1006.10.23 

 

 

 

1006.10.92 

 

1006.10.94 

 

1006.20 

 

 

1006.20.11 

 

 

1006.20.13 

 

 

 

 

1006.20.92 

 

 

1006.20.94 

 

 

中型粒 

 

その他 

 

丸粒 

 

中型粒 

 

玄米 

 

精米 

丸粒 

 

 

中型粒 

 

 

その他 

 

丸粒 

 

 

中型粒 

 

211€/t 

 

 

 

211€/t 

 

211€/t 

 

 

 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

 

211€/t 

 

 

 

211€/t 

 

211€/t 

 

 

 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

264€/t 

※ (5)(6) 

 

 

※(5) 関税支払後の輸入価格の上限は、ジャポニカ種については実効介入価格 88％以上、インディカ種に

ついては 80％以上上回らない価格とされている 

※(6) 関税割当て（付表７） クォータ量２万トン、税率 88€/t 
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食品の輸入一般フロー 

輸    出    国 

食肉 

食肉加工 

乳製品品 

水産加工品 

一部の植物 

 

動物検疫 植物防疫

税    関    検    査 

関税・消費税等納付 

貨   物   の   引   き   取   り    ⇒   輸   入 

その他の食品

野菜・果実 

ストック・卸売・小売 食品衛生検査 

・ 食品添加物 

・ 農薬残留物 

・ その他 
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2.食品規制 

 

2.1 食品添加物 

 

2.1.1 EU 

欧州レベルでの食品添加物の使用に関しては、1960年初頭から以下の 4つの指令が発布された。 

・着色料 ：62年 10月 23日付け指令 

・保存料 ：63年 11月 5日付け EEC指令第 64/54号 

・酸化防止剤 ：70年 7月 13日付け EEC指令第 70/357号 

・乳化剤、安定剤、濃縮剤、ゲル化剤：74年 6月 18日付け EEC指令第 74/329号 

 

これらの指令は、認可された食品添加物のリスト、およびその使用限度を定めている。拠ってこのリストは

ポジティブリストであり、掲載された添加物のみが各国において使用を許可されることとなった。ただし、使用

の条件に関しては、各国の自由裁量で制約を課せることとなった。このため、各国の規制に差異が生じ、ロー

マ条約第 28条と第 30条で定められた食品の自由な流通に対する障害となっていた。 

こうした事態を受けて、88年 12月 21日付け EEC「枠組み」指令第 89/107号が発布された。同指令は、添

加物の定義と分類を行い、添加物の使用に一般基準を設けてポジティブリストの原理を明確化し、販売され

る添加物のラベル表示方式について定めている。同指令は、添加物のポジティブリストとその使用条件につ

いては欧州理事会の決定を、添加物の純度基準とその検査方法については欧州委員会の決定を参照する

よう指示している。 

 

95年以降、伝統的食品として認められた特殊な食品を除き、食品添加物の使用条件についてEU域内で

調和がはかられ、ポジティブリスト、および使用条件を定める以下の 3件の指令が発布された。 

・甘味料 ：94年 6月 30日付け EC指令第 94/35号 

 (96年 12月 19日付け EC指令第 96/83号により改定) 

・着色料 ：94年 6月 30日付け EC指令第 94/36号 

・その他の食品添加物 ：95年 2月 20日付け EC指令第 95/2号 

 (96年 12月 19日付け EC指令第 96/85号により改定) 

 (98年 10月 15日付け EC指令第 98/72号により改定) 

 (2001年 2月 12日付けの EC指令第 2001/5により改定) 

 

また、純度基準に関しては、以下の指令が発布された。 

・甘味料の純度基準 ：95年 7月 5日付け EC指令第 95/31号 
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 (98年 9月 4日付け EC指令第 98/66号により改定) 

 (2000年 7月 26日付け EC指令第 2000/51号により改定) 

 (2001年 7月 3日付け EC指令第 2001/52号により改定) 

・着色料の純度基準 ：95年 7月 26日付け EC指令第 95/45号 

 (99年 7月 22日付け EC指令第 99/75号により改定) 

 (2001年 7月 3日付け EC指令第 2001/50号により改定) 

・その他の添加物の純度基準 ：96年 12月 2日付け EC指令第 96/77号 

 (98年 11月 11日付け EC指令第 98/86号により改定) 

 (2000年 10月 5日付け委員会指令第 2000/63号により改定) 

 (2001年 5月 2日付け委員会指令第 2001/30号により改定) 

 (2002年 10月 15日付け EC指令第 2002/82号により改定) 

 

 

2.1.2 フランス 

 

①根拠法令：97年 10月 2日付け省令 

食品添加物に関連する EU 指令（94/35/EC、96/83/EC、94/36/EC、95/2/EC、96/77/EC、95/31/EC、

95/45/EC）は、97年 10月 2日付け省令（97年 11月 8日付け官報掲載）によってフランス国内法に導入され

た。同省令は 91年 10 月 14 日付け省令に代わるもので、前述の食品添加物に関連する EU指令および以

下の省令により、食品添加物全般を規定している。 

 

89年 9月 18日付け政令 ：食品への使用を認められる添加物 

77年 7月 20日付け修正省令 ：健康・ダイエット食品 

79年 7月 20日付け省令 ：亜硝酸塩、リン酸カリウム溶液等の受け渡し条件および表示 

86年 8月 4日付け修正省令 ：特定食品に対する添加物の使用 

87年 8月 18日付け省令 ：スプレー状型抜き剤の使用 

89年 9月 5日付け修正省令 ：ある特定の食品または飲料製造における酵素の使用 

91年 10月 14日付け省令 ：食品製造に当たって使用を認められる添加物 

92年 8月 5日付け修正省令 ：特定の植物性食品に於ける残留農薬の許容値 

 

97年 10月 2日付け省令は以下のように全 4章および付表（I～VI）によって構成され、食品製造に使用を

許可される添加物とその使用基準の細目、純度基準を定めている。 

着色料（第 1章） ：定義（第 2条）および食品への添加を認められる着色料とその使用基 
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準（付表 I, IV,VI-A） 

甘味料（第 2章）   ：定義（第 5条）および食品への添加を認められる甘味料とその使用基 

準（付表 II, IV, VI-B） 

その他の食品添加物（第 3章）：定義（第 9条）および食品への使用を認められる添加物とその使用基 

（付表 III, IV, V, VI-C）総則（第 4章） 

 

なお、97年 10月 2日付け省令では、EU指令との整合性を図るため、従来用いられていた「食品添加物リ

スト（Inventaire）」（91年 10月 14日付け省令）の制度を廃止し、ポジティブリスト制度が取り入れられている。 

これまでの制度は「食品添加物リスト（Inventaire）」に記載されている食品添加物については、簡素化はさ

れているものの使用許可申請が必要とされていたものである。 

これに代わり、ポジティブリストと呼ばれる制度は、食品添加物として許可されている成分および規定され

ている使用方法に限って、特段の許可申請の必要ナシに使用することができるとするもので、同リストへの記

載のない成分の食品への添加および記載外の用法は違法とする。従って、リスト記載外の成分の使用、ある

いは使用方法については使用許可を取得することによって、自動的に新たにポジティブリストに記載されるこ

とになる。 

現行のポジティブリストについては添付資料、1997 年 10 月 2 日付け省令付表（Document Administratif 

No.33）を参照されたい。 

 

②食品添加物のカテゴリー 

 

a.甘味料 

甘味料は砂糖の保護を目的とする規定により使用が禁止されていたが、88 年に一般食品、ダイエット食

品等の特別食品への添加物として使用が認められた。 

甘味料のポジティブリストと使用条件については、94年 6月 30日付け EC指令第 94/35号（96年 12月

19日付け EC指令第 96/83号により改定）が指示しており、フランスでは 97年 10月 2日付け省令によって

国内法に適用された。この規定の主な内容は以下のとおり。 

◆甘味料のポジティブリスト（Annex.II） 

◆乳幼児食品への甘味料の使用禁止（1997年 10月 2日付け省令第 6条 2項） 

◆砂糖と同じ成分であるかのような誤解をうむ成分表示上の表記、あるいは宣伝文句は禁止される。 

（88年 1月 5日付け法令第 88-14号第 10条 1項 1、92年 1月 18日付け法令第 92-60号により改定） 

◆卓上用甘味料ラベルには、 

 -「xx甘味料をベースにした卓上用甘味料」の表示が含まれていなければならない。 

 -ポリオール（polyols）および／あるいはアスパルテーム（aspartame）を甘味料として含む場合には、以下
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の警告表示がなされなければならない： 

 ・ポリオール（polyols）：「過剰摂取は緩下効果を及ぼす可能性がある」 

 ・アスパルテーム（aspartame）：「フェニララニン（phenylalanine）を原料とする物質を含む（97年 10月 2日

付け省令第 8条） 

 

b.着色料 

①でふれたように着色料に関してフランスでは、94年 6月 30日付け EC指令第 94/36号に従って、97年

10月 2日付け省令により法制化されている。この規定の主な内容は以下のとおり。 

◆着色料の成分のポジティブリスト（Annex.I-A） 

◆食品ごとに定められている使用可能な着色料およびその使用限度量（Annex.I-C） 

◆特定の食品のみに使用可能な着色料およびその使用限度量（Annex.I-D） 

◆着色料の使用が禁止されている食品（Annex.I-B、だたし I-C、I-D、I-E で特別に規定されているものを

除く） 

◆肉・肉製品用の衛生適合マークに使用できる着色料 

使用できる着色料は以下のとおり。 

・E155 brun HT 

・E133 bleu brillant FCF 

・E129 rouge allura AC 

・上記の E133と E129の混合物（97年 10月 2日の省令第 3条 7項） 

◆付表 I-A のポジティブリストに掲載されている着色料（うち E123、E127、E128、E154、E160b、

E161g、E173、E180を除く）のみが最終消費者に直接販売できる。 

 

c.香料 

香料は、食品に味（ただし、甘味、酸味、塩味を除く）、香りをつけるために使用されるもので、フランスで

は 91年 4月 11日付け政令第 91-366号で規定されている。 

◆政令第 91-366号で規定されている香料のカテゴリーは以下のとおり。 

・天然香料（第 4条） 

・天然香料と同等の成分をもつ香料（第 5条） 

・人口香料（第 6条） 

・変成香料（第 7条） 

・加熱香料（第 8条） 

・薫製香料（第 9条） 
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◆香料中に含まれる金属成分の含有限度量は以下のとおり（91年 7月 11日付け省令第 1条）。 

・ヒ素：1kg当たり 3mg 

・鉛：1kg当たり 10mg 

・水銀：1kg当たり 1mg 

 

◆香料が使用された食品へ含まれることが好ましくないとされる物質の消費段階での含有限度量は以下

のとおり（91年 7月 11日付け省令付表 I）。 

        物質 食品中 飲料 

 3,4-ベンゾピレン 0.03マイクログラム/kg 0.03マイクログラム/kg 

 

◆香料が使用された食品へ含まれることが制限されている香料の成分、およびその他の食品原料の成分

の消費段階での含有限度量は以下のとおり（91年 7月 11日付け省令付表 II）。 
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香料が使用された食品における、香料および香りをつける性質をもつ食品原料の成分の含有限度量 
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◆芳香油に関する特別規定 

芳香油に関しては、AFNOR（フランス規格協会）によって数多くの規格が制定されている。例えば NF 

T75-214はローズマリー芳香油について、NF T75-249は Litsea cubena芳香油についてなど。なおバジリコ芳

香油に関しては、最終成果物 1 リットル当たりに 3g以上のバジリコの葉が含まれていてはならない。 

一方、ワームウッド（ニガヨモギ）、ローマンワームウッド、ヨモギ、ヒマラヤスギ、ヤナギハッカ、セージ、エゾ

ヨモギギク、クロベからできる芳香油の一般向け販売は、薬局でのみ行われる。 

◆ある特定の香料の使用 

幾つかの食品カテゴリーにおける使用方法には特別の規定がある。例えば以下の食品または食品カテゴ

リーがその対象となっている。 

・ジャム 

・果実ジュース 

・スピリッツ 

・フレーバーミルク 

・シロップ 

・ビール 

・ヨーグルト 

・シードル、はちみつ酒、洋ナシ酒 

・フレーバージュース 

・チーズ 

 

d.その他の食品添加物 

前述の甘味料、着色料、香料の他に、その他の添加物として以下のものが挙げられる。 

保存料（conservateurs） 

酸化防止剤（antioxygènes） 

溶解剤（supports） 

酸性化剤（acidifiants） 

酸味調整剤（correcteurs d'acidité） 

凝固防止剤（anti-agglomérants） 

消泡剤（antimoussants） 

増量剤（agents de charge） 

乳化剤（émulsifiants） 

分離剤（sels de fonte） 

強化剤（affermissants） 
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味覚増進剤（exhausteurs de goût） 

加泡剤（agents moussants） 

ゲル化剤（gélifiants） 

コーティング剤（agents d'enrobage） 

加湿剤（humectants） 

アミドン（amidons modifiés） 

封入ガス（gaz d'emballage） 

推進ガス（propulseurs） 

膨張剤（poudres à lever） 

マスキング剤（金属イオン封鎖剤）（séquestrants） 

安定剤（stabilisants） 

濃縮剤（épaississants） 

小麦粉処理剤（agents de traitement de la farine） 

 

 

③使用基準・使用限度量（97年 10月 2日付け省令付表参照。同省令は 94年 6月 30日付け EC指令

第 94/36号に沿っている） 

 

食品添加物の使用基準、使用限度量は各添加物ごとに、または使用する食品の品目別に細かく定めら

れている。 

例えば着色料については、 

－付表 I-A（94年 6月 30日付け EC指令第 94/36号付表 I）： 

使用が認められる食品着色料リスト（CE番号、一般的呼称、カラー・インデックス・ナンバー） 

－付表 I-B（94年 6月 30日付け EC指令第 94/36号付表 II）： 

着色料を使用してはならない食品。ただし付表 I-C, I-D または I-Eに明記されるものを除く。 

－付表 I-C（94年 6月 30日付け EC指令第 94/36号付表 III）： 

特定の着色料に限って使用が認められている食品（対象食品名、使用可能な着色料、使用限度量） 

－付表 I-D（94年 6月 30日付け EC指令第 94/36号付表 IV）： 

特定の食品に限って使用が認められている着色料（着色料、対象食品、使用限度量） 

－付表 I-E（94年 6月 30日付け EC指令第 94/36号付表 V）： 

付表 I-Bおよび I-C記載の食品を除き、使用が認められる着色料が規定されている。 
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④食品添加物の使用に関する許可（91年 11月 5日付け省令） 

 

97年 10月 2日付け省令によるポジティブリスト制度の採用によって、リストに記載され、規定される使用基

準に従った食品添加物の使用に付いては許可を取得する必要はなくなった。 

97年10月2日付け省令に定義された「食品添加物リスト」に記載されていない添加物使用に当たっては、 

 a. .97年 10月 2日付け省令によって食品添加物として認められるが「食品添加物リスト」には記載のない

もの、および 

 b. 現在、使用未許可の添加物 

に分けられ、これらは経済財政省の DGCCRF（消費・競争・不正防止総局）の許可を受けなければならな

い（申請手続きに関する規定については 91年 11月 5日付け省令参照）。 

 

許可申請先 DGCCRF 

（Direction Generale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraude） 

住所：59, Bd.Vincent-Auriol, Teledoc 071 

75703  Paris Cedex 13 

TEL：01 44 87 17 17 

FAX：01 44 97 30 30 

 

いずれの場合も、 

- フランス文の許可申請書（原語が外国語の場合は申請文のレジュメおよび結論全文のフランス語翻訳が 

必要）と、 

- 添付情報として、 

・申請者の氏名、住所、電話番号、担当者名 

・申請の対象となる物質の性質、化学名、化学式、商品名、製造者名（輸入食品の場合は輸入業者

名）、検出方法、不純率、一日当たりの摂取限度量（およびこの数値を設定した機関の名称）、その

他当該物質に関する物理学的・化学的に有用と思われる情報 

・当該添加物の使用例についての関連データ 

・EU各国その他の国での承認例 

等を、DGCCRF に提出しなければならない。 

 

上記 aの許可申請が行なわれると、申請書類は Agence française de sécurité sanitaire des aliments（フラン

ス食品衛生安全局）の意見に付される。 
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上記 bの未許可の添加物については、上に加えて以下の補助的情報を提出しなければならない。 

・ 生理／毒性学的データ 

・ 毒性、各種作用、アレルギー特性等を検出するために使用した試験方法 

・ 人体への影響の報告 

・ その他有用と思われる情報 

同許可申請は Agence française de sécurité sanitaire des aliments（フランス食品衛生安全局）の意見に付

される。 

 

⑤97 年 10 月 2 日付け省令以前には使用が認められていたが、現行規制では使用が認められていない

食品添加物に関しては、2000年 11月 4日をもって全面使用禁止となった。ただし、同省令以前に流通あ

るいはラベル表示されたものは、ストックが切れるまでこれを販売してもよい（99年 9月 22日付け省令）。 




